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浜名病院 

訪問リハビリテーション 
重要事項説明書 

介護予防訪問リハビリテーション 

 

 

 

当事業所はご利用者に対して指定訪問リハビリテーション（指定介護予防訪問リハビリテーショ

ン）サービスを提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただき

たいことを次の通り説明します。 

 

〇訪問リハビリテーションサービスは、原則として要介護認定の結果「要介護」

と認定された方が対象になります。 

（介護予防訪問リハビリテーションサービスは、「要支援１及び２」と認定され

た方が対象） 
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１ 経営法人 

① 法人名       医療法人宝美会 

② 法人所在地   愛知県豊川市小坂井町道地１００番地１ 

③ 電話番号         ０５３３－７８－５３１３ 

④ FAX番号         ０５３３－７８－４９１１ 

⑤ 代表者氏名      理事長  牧野 一政 

⑥ 設立年月日      昭和５６年 １月２９日 

 

２ 事業所の概要 

① サービスの種類  訪問リハビリテーション（介護予防訪問リハビリテーション） 

             令和 ６年 ８月 １日指定 

             静岡県第 ２２１８４１０１７９ 号 

② 事業所の目的 

在宅にて療養されている要介護（要支援）者に対し、適切な指定訪問リハビリテーション

（介護予防訪問リハビリテーション）サービスを提供します。 

③ 事業所の運営方針 

従業者は、要介護（要支援）者の心身の状態に応じて、理学療法、作業療法その他必要な

リハビリテーションを行うことにより、ご利用者の心身の機能の維持回復を図り、自立し

た日常生活を営むことができるよう支援します。サービスの実施に当たっては、ご利用者

の意思及び人格を尊重し、ご家族や居宅介護支援事業者（介護予防支援事業者）のケアマ

ネージャー（担当者）、市町村、地域の保健医療福祉のサービスを提供する者との密接な

連携を図り、統合的なサービスの提供に努めます。 

ご利用者又は、他のご利用者等の生命又は身体の保護のために、やむを得ない場合を除い

て、身体拘束は行いません。 

④ 事業所の名称      浜名病院 

⑤ 事業所の所在地    静岡県湖西市新所岡崎梅田入会地 15番地の 70 

⑥ 電話番号    （０５３）５７７－２３３３ 

⑦ FAX番号     （０５３）５７３－０３２２ 

⑧ 管理者氏名     及川 道雄（医師） 

⑨ 開設年月日     令和 ６年 ８月 １日 

⑩ 通常のサービス実施地域    湖西市全域 

⑪ 営業日及び営業時間       営業日：月曜日から土曜日までとする。 

休業日：国民の祝日、12月 30日から 1月 3日及び開設者医療

法人宝美会が定めた休日。 

営業時間：午前 8時 45分から午後 5時 45分までとする。 

（但し、木曜日・土曜日は午前 8時 45分から午後 12時 45分まで） 

⑫ サービス提供時間      午前 9時から午後 5時までとする。 
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３ 職員の配置状況及び勤務体制 

    当事業所では、指定基準に従って下記の職種の職員を配置しています。 

  職種の勤務体制 

職種 勤務体制 

管理者(医師) 常勤兼務        １名以上 

理学療法士又は作業療法士 常勤兼務又は非常勤兼務 １名以上 

   

４ 当事業所が提供するサービスと利用料 

（1）介護保険給付内で提供するサービス 

① 訪問リハビリテーション（介護予防訪問リハビリテーション）計画の作成 

ご利用者及びご家族の希望とご利用者の心身の状態、居宅介護支援事業者（介護予防支援

事業者）の担当者等の支援方針に合わせたリハビリテーション計画を作成します。 

② 機能訓練 

理学療法士又は作業療法士が、心身の機能の維持回復を目的とし、ご利用者の状態や生活

環境に合ったリハビリテーションを実施します 

（２）介護保険内のサービス利用料金（別紙） 

 

厚生労働大臣が定める介護報酬の告示に準じ、ご利用者の要介護度に応じたサービス利用

料金の自己負担分（１割又は２割又は３割）をお支払いください。 

◎ 湖西市は地域区分が「その他」であるため、(別紙)の単位数に１０円を乗じた金額のうち、

介護保険負担割合証に記載された利用者負担の割合（１割又は２割又は３割）が自己負担

となります。 

  ◎ １ヶ月の合計で計算した場合、小数点以下の端数処理の関係で、差異が生じる場                

合があります。 

 ◎ ご利用者の被保険者証に支払方法の変更の記載（ご利用者が保険料を滞納しているため、

利用料を当事業者に支払わなければならない旨の記載）がある時は、ご利用者は一旦利用

料金の全額を当事業者にお支払いいただきます。 

◎ ご利用者が、要介護認定を受ける以前に当事業所をご利用になった場合には、利用料の全

額を一旦お支払いいただき、要介護認定を受けた後、償還払い手続きにより自己負担額を

除く金額が介護保険から払い戻されることになります｡ その際は、手続きに必要な「サー

ビス提供証明書」を交付いたします。 

 

 

 

・第１号被保険者（65歳以上被保険者）のうち一定以上所得者は２割又は３ 

割負担 

・負担割合証の交付（認定者全員） 

負担割合証の提示もお願いいたします。 

※詳細については各市町村（保険者）へお問い合わせください。 
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（３）介護保険外のサービス及び利用料金（別紙） 

以下の費用は、介護保険の給付対象とはなりませんので、ご利用者にご負担いただきま

す。 

① 交通費 

通常の事業の実施地域の方は無料です。実施地域を超えて行う交通費については、１回

につき通常の実施地域を超えた地点から事業所から１㎞あたり 50円とする。 

② 連絡ノート 実費 

③ その他費用 

訪問リハビリテーションを提供するため、利用者のお宅で使用する水道、ガス、電気等

の費用は利用者の負担となります。 

     

５ 利用料金(別紙に定めます)のお支払い方法 

利用料金及び費用は毎月末日締めとし、翌月の１０日以降に請求書をお渡ししますので、

その月内にお支払いください。 

お支払方法は以下の中よりご都合にあわせて選択してください。 

① 「浜名病院」外来窓口にお越しいただいてのお支払い 

② 指定口座への振込み （ご利用者名にてお振込みください） 

 ③  現金書留による支払い 

④ 口座振替 

 

６ キャンセル料について 

ご利用者の都合によりサービスの利用を中止される場合は、サービス利用日の当日午前

９時までにご連絡ください。サービス利用の当日午前９時以降のご連絡はキャンセル料

（１,０００円）をいただきます。ただし、ご利用者の容態の急変など、緊急やむを得な

い事情の場合、キャンセル料はいただきませんので、連絡時には中止の理由を申し添え

てください。 

  

７ 契約の終了について 

本契約の有効期限は契約締結からご契約者の要介護認定等の有効期間満了日までとしま

す。以下の場合には、契約はその有効期間内でも終了とします。 

（１）ご利用者から解約の申し出があった場合 

（２）要介護認定等によりご利用者が「非該当」と判定された場合 

①  訪問リハビリテーションにあっては「要支援１及び２」と判定された場合 

  但し、「介護予防訪問リハビリテーション」へ自動継続可能 

②  介護予防訪問リハビリテーションにあっては「要介護１～５」と判定された場合  

    但し、「訪問リハビリテーション」へ自動継続可能 

（３）ご利用者が死亡された場合 

（４）その他サービス提供が不可能になった場合 
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（５）ご利用者と当事業所の間の信頼関係を失わせるなど特別な理由があった場合は、当事業所

から契約の解除を申し入れます。 

ご契約の終了に際して、ご利用者又は家族に対し、適切な指導を行うとともに、その他必 

要な援助を行うよう努めます。 

（６）その他、当事業所からの申し出により契約解除していただく場合 

以下の事項に該当する場合には、当事業所と契約解除していただくことがあります。 

① ご利用者又は家族もしくは代理人が、故意又は重大な過失により当事業所又はサービス従

業者若しくは他の利用者等の生命、身体、所有物、信用等を傷つけ、又は著しい背信行為

を行なうなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 

②  ご利用者又は家族もしくは代理人が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項

について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ない、その結果本契約を継続しがた

い重大な事情を生じさせた場合 

③  ご利用者又は家族もしくは代理人によるサービス利用料金の支払いが３ヶ月以上 遅延し、

相当期間を定めた催告にもかかわらず、これが支払われない場合 

④  他の利用者がご利用者の身体、所有物、信用等を傷つけた場合若しくは傷つけられる恐れ

がある場合において、当事業所が適切な対応を取れない場合 

⑤  天災、災害、施設又は設備の故障その他やむを得ない事情により、当事業所を利用いただ

くことができない場合 

 

８ 事故発生時の対応方法について 

    利用者に対する指定訪問リハビリテーションの提供により事故が発生した場合は、市町

村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な

措置を講じます。また、利用者に対する指定訪問リハビリテーションの提供により賠償

すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。 

 

９ 虐待の防止について 

    訪問リハビリは、利用者の人権擁護、虐待の発生又はその再発を防止するために必要な

措置を講ずるものとします。また、事業所における虐待の防止のための指針の整備を行

い、委員会の設置も行います。 

 

10 衛生管理等 

（１）理学療法士等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。 

（２）事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に努めます。 

（３）事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。 

 ①  事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を定期的

に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。 

  ② 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 

  ③ 従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。 
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11 業務継続計画の策定等について 

（１）感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する訪問リハビリテーションの提供を継

続的に実施するため、及び、非常時の体制で早期に業務再開を図るための計画（業務継続

計画）を策定し、その計画に沿って必要な措置を講じます。 

（２）従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に

実施します。 

（３）定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

  

12 苦情処理について 

（１）訪問リハビリにおける苦情の受付 

①  訪問リハビリにおける苦情やご相談は以下の窓口で受け付けます。 

     苦情受付窓口 ： 浜名病院 地域医療連携室 

     受 付 時 間  ： 午前８時４５分～午後５：３０ 

   （休業日を除く、但し木曜日・土曜日は午前８時４５分～正午）  

（２）行政による苦情受付機関 

①  静岡県国民健康保険団体連合会（介護苦情相談） 

    ＴＥＬ：（０５４）２５３－５５９０ /  受付時間：９：００～１７：００（平日のみ） 

②  湖西市高齢者福祉課（高齢者福祉課） 

    ＴＥＬ：（０５３）５７６－１１０４ /  受付時間：８：３０～１７：１５（平日のみ） 

 

13 秘密保持及び個人情報の保護 

①  事業者及びその従業者は、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、

在職中及び退職後において、第三者に漏らしません。これは、この契約終了後も同様とし

ます。 

②  事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が

策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」

を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。 

③ 事業所は、利用者の個人情報については利用者から、その家族の個人情報についてはその

家族から予め文書で同意を得ない限り、利用者の居宅サービス計画等の立案のためのサー

ビス担当者会議、居宅サービス事業者等との連絡調整等において、利用者又はその家族の

個人情報を用いません。 

   

14 損害賠償について 

当事業所の責任によりご利用者に生じた損害については、当事業所は速やかにその損害

を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします。 

但し、その損害の発生について、ご利用者に故意又は過失が認められる場合には､ご利用

者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合には､当事業所の損害  賠償

責任を減じる場合があります。  
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年   月   日 

 

 

（事業者） 

  訪問リハビリテーション（介護予防訪問リハビリテーション）の提供に当たり、 

この説明書に基づいて重要事項を説明しました。 

 

 

所在地   湖西市新所岡崎梅田入会地 15 番地の 70           

 

 

名 称   浜名病院 訪問リハビリテーション             

 

 

説明者                                

 

 

 

（利用者） 

  この説明により、訪問リハビリテーション（介護予防訪問リハビリテーション） 

に関する重要事項の説明を受けました。 

 

 

住 所                                

 

 

氏 名                                

 

 

（家族もしくは代理人） 

 

住 所                                

 

 

氏 名                  続柄（     ）     

 


